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令和７年度

認定こども園・保育園・地域型保育事業
利用のしおり

　　◆令和７年度　新規利用申請受付期間

        基 本 受 付　令和６年１２月２日（月）～１２月２７日（金）

        随 時 受 付　令和７年　１月６日（月）～

令和７年５月以降に利用を希望する場合も、上記の受付期間で申請ができます。

基本受付分の利用調整後、随時受付分の利用調整を行うため、基本受付分が優先となります。

随時受付期間中に申請する場合は、入園希望月の前月の１５日（１５日が土・日・祝日の場合

日田市こども未来課　子育て支援係　　電話　２２－８３１７

はその直前の平日）までに申請が必要です。
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○ 実際のクラス編成については、各施設で異なります。

　幼稚園と保育園の機能や特長を併せ持ち、０歳から小学校就学前までの子どもを対象に教育と
保育を行い、地域の子育て支援も実施する施設です。
　施設の類型として、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型があります。
　日田市では、幼保連携型、幼稚園型、保育所型の形態があります。

保 育 園

　保護者や同居親族の就労・病気などの理由で、０歳から小学校就学前までの子どもを家庭で保
育ができない場合に、保護者に代わって保育を行う施設です。

小 規 模 保 育 事 業

【 施 設 の 種 類 】
　児童の年齢や保護者の就労形態などによって認定こども園・保育園等を選択することができます。
  なお、各施設において教育・保育時間、各種サービスなどが異なりますので、詳細は、別冊の「日田市
内教育・保育施設等情報（案）」でご確認ください。

認 定 こ ど も 園

０歳児 令和6年(2024)4月2日 以降

１歳児 令和5年(2023)4月2日 ～ 令和6年(2024)4月1日

２歳児
(満３歳児）

令和4年(2022)4月2日 ～ 令和5年(2023)4月1日
（上記期間のうち誕生日を迎えた児童）

　保護者や同居親族の就労・病気などの理由で、満３歳未満の子どもを家庭で保育ができない場
合に、１９人以下の少人数定員で保護者に代わって保育を行う事業です。
　施設の類型として、A型（保育所分園型）、B型（中間型）、C型（家庭的保育型）があります。
　日田市では、A型（保育所分園型）の形態があります。

事 業 所 内 保 育 事 業

　実施法人が事業所の従業員の子どもに加えて、地域の保育を必要とする子どもを保護者に代
わって保育を行う事業です。

＜令和７年度年齢早見表＞

年齢 生年月日

３歳児 令和3年(2021)4月2日 ～令和4年(2022)4月1日

４歳児 令和2年(2020)4月2日 ～ 令和3年(2021)4月1日

５歳児 平成31年(2019)4月2日 ～ 令和2年(2020)4月1日
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【教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 】
　認定こども園・保育園等を利用するためには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。児
童の年齢や保育の必要性に応じて、３つの認定区分に分けられ、利用できる施設が決まります。

１ 号 認 定
教育標準時間認定　満３歳以上で、認定こども園（幼稚園部分）での利用を
   希望する場合。

　幼児教育・保育の無償化に伴い、市外の幼稚園や一時預かり（幼稚園型）などの利用で無償化が
適用されるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

新 １ 号 認 定 保育の必要性がなく、満3歳以上で市外の幼稚園等を利用する子ども。

＋

１
号
認
定

新 ２ 号 認 定 保育の必要性があり、当該年度の4月1日時点で3歳から５歳の子ども。

新 ３ 号 認 定
保育の必要性があり、当該年度の4月1日時点で0歳から2歳の住民税非課税
世帯に属する子ども。

２ 号 認 定
保育認定　満３歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、認定こども園
    （保育園部分）や保育園での利用を希望する場合。

３ 号 認 定
保育認定　満３歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、認定こども園
    （保育園部分）、保育園、小規模保育事業等での利用を希望する場合。

【施 設 等 利 用 給 付 認 定 】

【 保育を必要とする事由 】

就　労
児童の保護者が家庭の外で常態的に仕事をする場合や、児童の保護者が家庭
で常態的に日常の家事以外の仕事をする場合。
※日田市では、月に６４時間以上の就労が必要です。

妊娠・出産 児童の保護者が出産又は出産前後の時期にあたる場合。

疾病・障害 児童の保護者が病気、負傷、心身に障害などがある場合。

就　学 児童の保護者が就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）する場合。

虐待等 虐待やＤＶのおそれがある場合。

育児休業
育児休業取得中に、既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要であ
る場合。

介護・看護
児童の同居する家族に介護が必要な人や、長期にわたる病人、心身に障害の
ある人がおり、保護者が介護・看護にあたる場合。

災害復旧 火災や風水害、地震などによる災害の復旧にあたる場合。

求職活動 児童の保護者が求職活動（起業準備を含む）を行う場合。

その他 その他、上記に類するものとして市長が認める場合。
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○「保育を必要とする事由」が消滅した場合は、消滅した当該月末までが認定期間となります。

保 育 標 準 時 間
最長１１時間の利用が可能
（就労の場合：父、母ともに月に１２０時間以上の就労が必要）

保 育 短 時 間
各園が設定する時間帯において最長８時間の利用が可能
（就労の場合：父、母ともに月に６４時間以上の就労が必要）

【 保育の必要量・認定期間 】
　２号・３号認定は、「保育を必要とする事由」と合わせて、「保育の必要量」が区分されます。
  「保育の必要量」は、就労証明書などの各種証明書と面接により認定します。

保育を必要とする事由
保育の必要量

支給認定期間（最長）
保育標準時間 保育短時間

就　労 ○ ○ 小学校就学前までの保育を必要とする期間

介護・看護 ○ ○ 小学校就学前までの保育を必要とする期間

災害復旧 ○ 小学校就学前までの保育を必要とする期間

妊娠・出産 ○
出産（予定）月を起算月とし、出産前３か月から出産
（予定）後３か月までの最長７か月の保育を必要とす
る期間

疾病・障害 ○ ○ 小学校就学前までの保育を必要とする期間

虐待等 ○ 小学校就学前までの保育を必要とする期間

育児休業 ○ ○
育児休業に係る児童が１歳になる日が属する月の
末日までの保育を必要とする期間

求職活動 ○
求職活動開始日（退職日）から９０日を経過する日が
属する月の末日までの保育を必要とする期間

就　学 ○ ○
保護者の卒業予定日又は終了予定日が属する月の
末日までの保育を必要とする期間

次に該当する場合は、優先的に施設を利用できる場合があります。
（１）ひとり親世帯
（２）生活保護世帯（就労による自立支援が見込まれる場合）
（３）世帯の生計中心者の失業により、就労の必要性が高い世帯
（４）虐待やＤＶのおそれがある場合など、社会的養護が必要な世帯
（５）子どもが心身に障害を有する世帯
（６）保護者が育児休業明けの世帯
（７）兄弟姉妹が同一の認定こども園・保育園の利用を希望する世帯
（８）子どもが小規模保育事業などの地域型保育事業の卒園児の世帯
（９）その他、上記に類するものとして市長が認める場合

その他 ○ ○ 小学校就学前までの保育を必要とする期間

○保育標準時間の認定要件を満たす場合であっても、願いにより、保育短時間の認定を希望することができます。
   ただし、保育短時間の時間帯を超えて利用した際は、延長保育料が別途かかる場合があります。

【 優 先 利 用 】
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○ 新規で入園を希望する場合（現在利用している認定こども園・保育園等からの転園を

希望する場合を含む）

　　１２月２日～ 受付開始 １２月２日～ 受付開始

＜申請期間＞

　基本受付 　令和６年１２月２日（月）～１２月２７日（金）

　随時受付 　令和７年１月６日（月）～

【 利 用 の 流 れ 】

令和６年１１月１５日～　申請書などを配布します。
※配布場所は、各施設、市こども未来課、各振興局です。

認定の審査・確認
「保育を必要とする事由」の確認

入園の内定

認定こども園を通じて、
市へ１号認定の申請

利用調整

同時

１号認定を希望する場合 ２号・３号認定を希望する場合

   申請書等を希望する認定こども園に提出
※保育を必要とする事由に該当する場合(新２・
新３号)は就労証明書等も合わせて提出

申請書、就労証明書等を
市こども未来課または各振興局に提出

同時

認定こども園（幼稚園部分）と
利用契約

認定こども園（保育園部分）、保育園等
の利用

認定の審査・確認
「保育を必要とする事由」の確認

支給認定証の交付（任意）

同時

支給認定証の交付（任意） 入園決定
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○ 現在利用している認定こども園・保育園等の継続利用を希望する場合

　　１１月１５日～ 受付開始 １１月１５日～ 受付開始

＜申請期間＞

令和６年１１月１５日（金）～１１月２９日（金）

＜選考の流れ＞

①基本受付分の選考開始
②利用を希望する施設の調整（利用定員との調整、第２希望以降の調整等）
③基本受付分の選考終了
④随時受付分の選考開始
⑤利用を希望する施設の調整（利用定員との調整、第２希望以降の調整等）
⑥随時受付分の選考終了

令和６年１１月１５日～　申請書などは、各施設を通じて配布します。

継続利用の内定
利用している施設を通じて、
市へ２号・３号認定の申請

利用している施設を通じて、
市へ１号認定の申請

認定内容の審査・確認、利用調整

１号認定を希望する場合 ２号・３号認定を希望する場合

　 申請書等を現在利用している施設に提出
※保育を必要とする事由に該当する場合(新２・
新３号)は就労証明書等も合わせて提出

申請書、就労証明書等を
現在利用している施設に提出

同時

認定の審査・確認
「保育を必要とする事由」の確認

支給認定証の交付

同時

支給認定証の交付 継続利用決定

認定こども園（幼稚園部分）と
利用契約

認定こども園（保育園部分）、保育園等
の利用

　基本受付

新規・継続共通

新規のみ
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【 必 要 書 類 】

１号・２号・３号認定

〈共通〉

「教育・保育給付認定申請書兼利用申請書」

　初めて、認定こども園・保育園等の利用申請を行う場合は、「新規（薄紫色
の用紙）」、引き続き４月からも在園中の施設利用を希望する場合は、「継続
（薄黄色の用紙）」に必要事項を記載してください。
　在園中の施設以外の利用（転園）を４月から希望する場合は、「新規」の申
請となります。
　申請書は、児童１人につき１枚必要です。

妊娠・出産
○証明書兼届出書
○母子健康手帳の写し

母子健康手帳の写し（表紙の氏名と出産予定日
又は出産日の記載部分）を添付してください

疾病・障害
○証明書兼届出書
○障害者手帳等の写し

医療機関等による証明又は障害者手帳等の写
しを添付してください

新２号・新３号認定

２号・３号認定

〈共通〉

　次の「保育を必要とする事由」を証明する添付書類が必要です。添付書類
は、１世帯につき１部必要です。
　申請児童の父、母の分が必要になります（ひとり親の場合を除く）。単身赴任
等で、申請児童と同居していない場合でも提出は必要です。
　
　父、母以外の６５歳未満の同居人の分については、任意の提出となります。
ただし、提出が無い場合、選考の際に優先度が下がる場合があります。

事　由 必要書類 備　　　考

就　労 ○就労証明書 勤務先からの証明を添付してください

求職活動 ○求職活動状況申告書兼誓約書

就　学
○証明書兼届出書
○在学証明書等

在学証明書又は学校長による証明を添付してく
ださい

介護・看護 ○証明書兼届出書
医療機関等による証明又は障害者手帳等の写
しを添付してください

災害復旧
○市こども未来課または各振興局に
   ご相談ください

３号認定
〈該当者のみ〉

第２子以降３歳未満の児童
（令和７年４月１日現在）

○「ひたっ子にこにこ保育支援事業」該当届出書（添付書類：戸籍謄本）

・戸籍謄本については、一度提出後、内容に変更が無ければ提出の必要はありません。
・本籍地が日田市の方は、戸籍謄本を請求するための手数料を免除することができます。「手
数料免除申請書」を市こども未来課及び各振興局で受け取りの上、市民課で手続してくださ
い。
※市民課で戸籍謄本を受け取った後の手数料免除は不可

育児休業 ○就労証明書 勤務先からの証明を添付してください

その他（虐待等）
○市こども未来課または各振興局に
   ご相談ください
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　マイナンバー制度に伴い、申請書にマイナンバーを記入する必要があります。

　市や各施設に申請書を提出する際に、「マイナンバー（番号）の確認」と「本人確認」を行いますので、

　次の必要書類を必ず持参してください。

【 マイナンバー確認のための必要書類 】

※住所及び氏名の変更がない場合のみ

マイナンバー（番号）の確認

　次のいずれか１つを持参してください。

　　①　マイナンバー（個人番号）カード
　　②　通知カード（住所及び氏名の変更がない場合のみ有効）
　　③　その他（マイナンバーが記載された住民票の写し等）

本人確認

　次のいずれか１つを持参してください。

　　①　運転免許証
　　②　マイナンバー（個人番号）カード
　　③　パスポート
　　④　社員証（顔写真付）
　　⑤　その他（障害者手帳、在留カード等）

  上記①～⑤のいずれも持参できない場合は、次のいずれか２つを持参
 してください。

　　①　健康保険証
　　②　各種手当証書（児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等）
　　③　年金手帳
　　④　医療費助成受給者証
　　⑤　その他（年金手帳、支給認定証等）

≪マイナンバー(個人番号)カード≫ ≪通知カード≫

7



＜一時預かり（一般型）＞　対象：教育・保育給付認定を受けていない児童

利用料：

＜一時預かり（幼稚園型）＞　対象：１号認定を受けた児童

利用料： 平日　　　　 　　　　　　１日４００円（月額４，０００円）
平日（長期休暇）　　　１日５００円（月額５，０００円）
休日（土曜日）　　　 　１日６００円

＜延長保育＞　対象：２号・３号認定を受けた児童

利用料：

保育短時間認定後　　 　１時間まで１００円　

 以降１時間を超えるごとに１００円

　

〒 〒

℡ ℡

〒 〒

℡ ℡

〒 〒

℡ ℡

【 地域子ども・子育て支援事業 】

　保護者の勤務時間などにより、教育時間内のお迎えが困難な場合や施設の長期休業中（夏休み、
冬休み等）に利用ができます。

「保育を必要とする事由」に
該当し認定を受けることで
利用料が無償となります。

（※利用内容により一部負担が
生じる場合があります。）給食費　　　　　　　  　実費

保護者の勤務時間などにより、保育時間内の送迎が困難な場合に利用ができます。

保育標準時間認定後　　１時間まで１００円

第2子以降3歳未満は
利用料が無償となります。

　認定こども園・保育園等を利用していない児童で、保護者の事情（冠婚葬祭・病気など）で一時的に
家庭での保育ができない場合に利用ができます。
   １か月間に最長１４日まで利用可能ですが、利用できる施設は、１か月につき１施設です。
　施設の行事や保育士の状況などによって、希望する日時や日数で利用できない場合があります。

 １日　　　　　　　１，６００円
第2子以降3歳未満は

利用料が無償となります。

「保育を必要とする事由」に
該当し認定を受けることで
利用料が無償となります。

 半日　　　　 　　　　８００円
 給食費（１食）　　  　 実費

０９７３－２３－３１１１（内線１２６） ０９７３－５３－２１１１
０９７３－２２－８３１７（直通）

８７９－４２９２ ８７７－０３０１

天瀬振興局　総務振興係 中津江振興局　総務振興係

８７７－８６０１ ８７７－０２１２

日田市　こども未来課　子育て支援係 前津江振興局　総務振興係
日田市田島２丁目６番１号 日田市前津江町大野２１８９番地５

大山振興局　総務振興係　 上津江振興局　総務振興係　
日田市大山町西大山３４９４番地１ 日田市上津江町川原２７１０番地

０９７３－５２－３１０１ ０９７３－５５－２０１１

日田市天瀬町桜竹６７１番地２ 日田市中津江村栃野２３５７番地１
０９７３－５７－８２０４ ０９７３－５４－３１１１

８７７－０２９５ ８７７－０３１１

＜ 問 い 合 わ せ ・ 連 絡 先 ＞
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認定こども園、保育園、小規模保育事業、事業所内保育事業に係る利用者負担額（保育料・副食費）

保育料

(1) 生活保護世帯

(4)
市民税所得割課税
211,200円以下の世帯

(5)
市民税所得割課税
211,201円以上の世帯

左記以外の世帯

(1) 生活保護世帯

(5)
市民税所得割課税
169,000円未満の世帯

(6)
市民税所得割課税
301,000円未満の世帯

(7)
市民税所得割課税
301,000円以上の世帯

 

(1) 生活保護世帯等

(2) 市民税非課税世帯

(5)
市民税所得割課税
169,000円未満の世帯

(6)
市民税所得割課税
301,000円未満の世帯

(7)
市民税所得割課税
301,000円以上の世帯

利用者負担額（保育料・副食費）
  令和７年４月から令和７年８月までの利用者負担額（保育料・副食費）は、「令和６年度（令和５年分の所得）の市町村民税額」で算定し、
　令和７年９月から令和８年３月までの利用者負担額（保育料・副食費）は、「令和７年度（令和６年分の所得）の市町村民税額」で算定します。

  １号認定子ども
【備考】

階層区分 副食費

(3)
市民税所得割課税
77,100円以下の世帯

0円

無償

・主食費はいずれの階層でも有償です。

(2-1) 市民税非課税世帯

有償(※)

※小学校３年生までのきょうだい児から数えて第３子目以降の子どもに係る費用は無償です。

(2-2)
市民税均等割課税
所得割非課税の世帯

  ２号認定子ども
【備考】

階層区分 保育料
副食費

低所得者世帯等 ・低所得者世帯等とは次の世帯が該当します。
　１）母子・父子世帯(みなし適用を含む)
　２）在宅障がい児（者）のいる世帯
　３）その他特に生活に困窮していると市長
　　　が認めた世帯

・子どもが年度途中で満３歳となり２号認定
  となる場合であっても、当該年度中は３号
  認定での階層区分となります。

・主食費はいずれの階層でも有償です。

0円 

無償

無償

(2) 市民税非課税世帯

(3-1)
市民税均等割課税
所得割非課税の世帯

(3-2)
市民税所得割課税
48,600円未満の世帯

(4-1
特例）

市民税所得割課税
57,700円未満の世帯

(4-1)
市民税所得割課税
73,000円未満の世帯

有償(※)

(4-2
特例）

市民税所得割課税
77,101円未満の世帯

(4-2)
市民税所得割課税
97,000円未満の世帯

有償(※)

※小学校就学前までのきょうだい児から数えて第３子目以降の子どもに係る費用は無償です。

  ３号認定子ども　※主食費及び副食費はいずれの階層でも無償です。
【軽減の内容】

階層区分

保育料

保育標準時間 保育短時間
・多子世帯に係る軽減
  戸籍上の第２子以降の子どもの場合は、
  届出書及び戸籍謄本の提出が必要です。

0円 0円 

(3-1)
市民税均等割課税
所得割非課税の世帯

(3-2)
市民税所得割課税
48,600円未満の世帯

(4-1
特例）

市民税所得割課税
57,700円未満の世帯

(4-1)
市民税所得割課税
73,000円未満の世帯

(4-2
特例）

市民税所得割課税
77,101円未満の世帯

（4-2）
市民税所得割課税
97,000円未満の世帯
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